
別紙２ 

【いじめの防止等のための組織】 

１ 目的 

 

２ 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダシップのもとに「いじめを許さない」とい

う強い意志を持ち、学校全体で組織的な取組を行う。 

② 未然防止・早期発見・早期対応はもちろんのこと、実効的な校内組織を充実させるとともに

家庭や地域、関係機関等との連携を密にしながら、社会総がかりで取り組みを推進する。 

③ いじめ問題への組織的な取組を推進するため、その中核となる「学校いじめ対応チーム」を

設置し、そのチームを起点として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじ

め対策を行う。 

④ 組織が有効に機能しているかについて、学校評価等において目標を定め定期的に点検・評価

し、さらに必要に応じて改善を行い、児童生徒の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。 

学校いじめ対応チーム 

 

学校長、教頭、生徒指導担当、学年主任、部活動担当、 

学年生徒指導担当、養護教諭、スクールカウンセラー 

特別支援コーディネーター 等 

【構成員】 

 

※必要に応じて 

スクールソーシャルワーカー、 

弁護士、医師、警察官経験者 等 

 

 調査班  

学年主任、生徒指導担当 

担任、養護教諭、特別支援 

コーディネーター等 

 対応班  

学年主任、担任 

部活動顧問、学年教職員 

スクールカウンセラー等 

三田警察署生活安全課 

こども支援課 

保護司 

川西こども家庭センター 

神戸家庭裁判所少年調査官 

付添弁護人 

学校評議委員会 

学校運営協議会 

ＰＴＡ執行部 

保 護 者 

保護者・地域・関係機関との連携 

校内組織 

各 学 年 

特別活動部会 

道徳教育部会 

人権教育部会 

 

緊急対応会議 

いじめ発生 

三田市教育委員会 

【注】各学校規模や校務分掌など、実情に応じた組織体制を編成する 


